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汚染状況重点調査地域は、市町村が中心となっ
て除染を実施する地域です。これらは、地域の
空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上
の地域を含む市町村のうち、放射性物質汚染対
処特措法に基づき、汚染状況について重点的な
調査測定が必要である「汚染状況重点調査地
域」として指定を受けた市町村※です。指定を受
けた市町村は、必要に応じて重点的な調査測定
を実施して実際に除染を行っていく区域（除染
実施区域）を定めた上で、当該区域についての
除染の計画（除染実施計画）を策定し、この計
画にのっとって除染を進めることとなります。 
 
※全国で8県99市町村を指定（岩手県、宮城県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県）（平成27年2月現在）。 
このうち除染実施計画を94市町村（当面策定予
定の市町村全て）において策定し、除染を実施。 

汚染状況重点調査地域における除染 

汚染状況重点調査地域とは？ 

環境省「除染情報サイト」より作成 

除染特別地域の除染 

除染の枠組みには、「汚染状況重点調査地域」という地域があります。これは、汚染状
況について重点的な調査測定が必要な地域という意味です。具体的には、地域の平均的な
放射線量が 1時間あたり 0.23 マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村のうち、放射
性物質汚染対処特措法に基づいて、汚染状況について重点的な調査測定が必要である「汚
染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村です。
これらの地域では、市町村が中心となって除染の実施を進めていきますので、汚染状況
重点調査地域として指定を受けた市町村は、必要に応じて重点的な調査測定を実施して、
実際に除染を行っていく区域（除染実施区域）を定めた上で、当該区域についての除染の
計画（除染実施計画）を策定し、この計画にのっとって除染を進めることとなります。国
は、各市町村とじゅうぶんな連携を図った上で、必要な措置をしっかりと講じていくこと
になります。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
　　　：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・5章QA3	 「汚染状況重点調査地域」とはどこですか
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⑤-8 

避難指示区域内
の活動 避難指示区域について 

福島第一原発事故に伴い設定された避難指示区域は、「避難指示解除準備
区域」、「居住制限区域」及び「帰還困難区域」の3つの区域に見直され
ています。 

内閣府「避難指示区域の見直しについて」より作成 

避難指示区域の見直しは、原子力災害対策特別措置法第 20条第 2項に基づいて、原子
力災害対策本部長たる内閣総理大臣が、被災 11市町村の避難指示区域について新たな区
域を設定するとともに、当該市町村長に対してその旨指示することによって行われていま
す。
具体的には、2011（平成 23）年 12月の原子力災害対策本部（本部長：内閣総理大臣、
構成員：全閣僚）において決定された基本的考え方にしたがって、対象となる市町村や住
民の方々との協議を経て、同本部で、審議の上、新たな避難指示区域の設定及び施行日が
決定されています。
避難指示区域の見直しは、ふるさとに戻りたいと考える住民の方々が戻れる環境を整備
し、地域の復興・再生をより一層進めていくために行われているものです。
従前の避難指示区域が避難指示解除準備区域や居住制限区域に見直されると、立入規制
が緩和されるほか、一定期間の特例的な宿泊や新たな企業活動の開始などが可能になった
り、予算や税制などの各種支援措置が利用可能になる地域もできます。
（内閣府原子力被災者生活支援チーム「避難指示区域の見直しについて」2013（平成 25）
年 10月に基づき作成）

本資料への収録日：2014 年 3月 31日

本情報は 2013 年 10 月の情報で、事故から現在に至る途中経過の情報です。

関連Q&A
・2章QA10	 避難基準について教えてください
・2章QA15	 避難指示の解除や住民帰還の時期に、基準や目安はないのですか
・2章QA16	 区域の運用について教えてください
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